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愛知県企業庁水道週間実施要綱 

 

１ 実施期間  毎年６月１日から６月７日まで 

 

２ 趣  旨 

  水道は国民の健康で文化的な日常生活を支える最も重要な施設の一つであり、また、社

会的、経済的な諸活動を支える必要不可欠の施設である。 

  しかしながら、水源の確保、水質の保全、料金問題を含む経営関係等、種々の問題があ

り、水道事業をとりまく周囲の環境はきわめて厳しく、早急に解決を図るべき多くの課題

を抱えている。 

  これらの問題解決には、県民の理解と協力を得ることが必要であるが、水道週間の行事

を通じて県営水道への理解と関心を高めると同時に、県営水道の必要性、重要性を再認識

してもらう。 

 

３ 実施目標 

 １ 県営水道は、市町村営水道とともに、県民生活に必要不可欠の基礎的条件であるとい

う認識を与えること。 

 ２ 水源の汚濁、水需要の増大に対し、水源開発の困難性等、当面の問題点の解決につい

て理解を求めること。 

 ３ 水道水の有効な利用等について、協力を求めること。 

 ４ 事業経営の仕組み、水道料金等について知識を普及し、理解を得ること。 

 

４ 実施方法 

  毎年、実施細目を定め実施計画を作成するものとするが、おおむね次に掲げる事項を行

うものとする。 

 １ 報道機関等への情報・資料の提供、投稿、出演等による報道活動 

 ２ 県広報紙及び市町村広報紙等の活用による広報活動 

 ３ 浄水場開放等水道施設の見学研修会、展示会等の開催 

 ４ パンフレット、ポスター等必要資料の作成または購入配布 

 

 

  附  則 

 この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 
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4 

 
ボトルウォーター「あいちの水」について 

 
愛知県企業庁では、県営水道のＰＲを目的としてボトルウォーター「あ

いちの水」を 1985 年度から製作しており、県や市町村のイベントを通じ

て配布しています。 
容器は、リサイクル性や備蓄性に優れたアルミニウム製ボトル缶で製

作しています。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボトルウォーター「あいちの水」 

 
製作本数    約 106,000 本（通常缶） 

（2023 年度）   約 36,000 本（小型缶） 
原  料    豊川浄水場の水道水 

参考資料 

通 常 缶 

（375 ㎖） 
 

小 型 缶 

（275 ㎖） 
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出 張 講 座 

 

 愛知県企業庁では、水道の役割や水の大切さを理解していただくことを目的として、

小学４年生を対象に職員が講師を務める「出張講座」を実施しています。令和５年度

の実績は以下のとおりです。 

 

 

出張講座 令和５年度実績表 

 

実施校数 クラス数 受講児童数 

２９校 ７３クラス ２,３２６人 

令和６年２月 14日時点 
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水道の水について
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使える水の量は、少ない
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水を大切に使いましょう
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令和 5 年度水源状況の掲示（愛水事務所１F 玄関） 
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